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（１）審議概観

第190回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出５件及び本院議

員提出１件及び衆議院提出１件（財務金

融委員長）の合計７件であり、そのうち

内閣提出５件及び衆議院提出１件はいず

れも可決し、本院議員提出１件は否決と

した。

また、本委員会付託の請願15種類378件

は、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

所得税法等の一部を改正する法律案は、

経済の好循環の確立、消費税率引上げに

伴う低所得者への配慮、少子化対策・教

育再生、地方創生の推進、国際課税の枠

組みの再構築、震災からの復興支援等の

観点から、国税に関し、所要の施策を一

体として講じようとするものである。

委員会においては、安倍内閣総理大臣

に対する質疑を行うとともに、低所得者

対策として軽減税率制度を導入すること

の意義、軽減税率制度導入に必要な財源

の確保策、法人実効税率引下げの効果及

び今後の法人税改革の方向性、所得再分

配機能を回復するための税制の在り方、

三世代同居に係る税制上の軽減措置の適

用要件の妥当性等について質疑が行われ、

多数をもって可決された。なお、附帯決

議が付された。

関税定率法等の一部を改正する法律案

は、最近における内外の経済情勢等に対

応するため、関税率等について所要の改

正を行うとともに、税関における水際取

締りの強化、貿易円滑化に係る税関手続

の改善等を行おうとするものである。

委員会においては、不正薬物の摘発増

加に伴う税関への影響、税関の業務処理

体制の強化等について質疑が行われ、全

会一致をもって可決された。なお、附帯

決議が付された。

平成二十八年度における公債の発行の

特例に関する法律案（本院議員提出）は、

平成28年度における国の財政収支の状況

に鑑み、同年度の適切な財政運営に資す

るため、同年度における公債の発行の特

例に関する措置を定めようとするもので

ある。また、東日本大震災からの復興の

ための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法及び財政運営

に必要な財源の確保を図るための公債の



発行の特例に関する法律の一部を改正す

る法律案（内閣提出）は、東日本大震災

からの復興のために実施する施策に必要

な財源を確保するため、復興債の発行期

間を延長する等の措置を講ずるとともに、

平成28年度から平成32年度までの間の各

年度における公債発行の特例措置を講じ

ようとするものである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、一つの法律案で復興財源確

保法と特例公債法の改正を行う問題点、

複数年度にわたる特例公債の発行を規定

することの是非、プライマリーバランス

黒字化目標の達成に向けた道筋等につい

て質疑が行われ、本院議員提出の平成二

十八年度特例公債法案は賛成少数により

否決され、政府提出の復興財源確保法及

び特例公債法改正案は多数をもって可決

された。なお、復興財源確保法及び特例

公債法改正案に対し附帯決議が付された。

株式会社国際協力銀行法の一部を改正

する法律案は、我が国の企業の海外展開

をより一層支援するため、株式会社国際

協力銀行について、海外インフラ事業向

けの貸付け等に係る業務の方法に関する

規制の見直しを行うとともに、銀行等か

らの外国通貨による長期借入れを可能と

する等の措置を講じようとするものであ

る。

委員会においては、国際協力銀行に特

別業務を創設する意義、海外インフラ事

業の資金ニーズに対応した財政上の措置

の必要性等について質疑が行われ、多数

をもって可決された。なお、附帯決議が

付された。

情報通信技術の進展等の環境変化に対

応するための銀行法等の一部を改正する

法律案は、情報通信技術の急速な進展等、

最近における金融を取り巻く環境の変化

に対応し、金融機能の強化を図るため、

金融グループの経営管理機能の充実、金

融グループ内の共通・重複業務の集約及

び金融グループと金融関連ＩＴ企業等と

の提携の容易化、仮想通貨交換業に関す

る制度の整備等の所要の措置を講じよう

とするものである。

委員会においては、金融サービス業に

おけるＩＴの進展に伴う技術革新への対

応に当たっての課題、金融関連ＩＴ企業

に対する出資の容易化についての認可基

準、仮想通貨の取引についての消費税の

取扱い等について質疑が行われ、多数を

もって可決された。なお、附帯決議が付

された。

〔国政調査等〕

２月18日、日本銀行法第54条第１項の

規定に基づく通貨及び金融の調節に関す

る報告書（平成27年６月12日提出）につ

いて、黒田日本銀行総裁より説明を聴取

した後、日銀当座預金残高のうちマイナ

ス金利を適用する部分を限定している理

由、欧州の導入国でも目的が達成されて

いないマイナス金利政策を日銀が導入す

る理由、個人向け預金金利をマイナスに

することについての可能性の有無、量的

緩和政策の限界についての認識とマイナ

ス金利政策導入との関係等について質疑

を行った。

３月８日、財政政策等の基本施策及び

金融行政に関する件について麻生国務大

臣から所信を聴取した。

３月10日、前記所信に対し、財務大臣

の所信で示されている現下の景況認識の

妥当性、自動車保険の等級制度の改定が

保険金請求の抑制につながる懸念、量的・

質的金融緩和の出口戦略が我が国財政に

及ぼす影響、Ｇ20の声明を踏まえた機動



的な財政出動に関する財務大臣の見解等

について質疑を行った。

３月23日、予算委員会から委嘱された

内閣府所管（金融庁）、財務省所管、株式

会社日本政策金融公庫及び株式会社国際

協力銀行の予算の審査を行い、日銀のマ

イナス金利政策の効果、平成28年度予算

において国債の利払費の積算に用いられ

ている金利、保育施設拡大のための国有

地活用による負担軽減策の必要性、軽減

税率制度導入に当たっての中小事業者等

への周知や導入コストに対する支援等に

ついて質疑を行った。

４月26日、金融機能の再生のための緊

急措置に関する法律第５条の規定に基づ

く破綻金融機関の処理のために講じた措

置の内容等に関する報告（平成27年12月11

日提出）について、麻生内閣府特命担当

大臣から説明を聴取した後、慢性的な需

要不足解消のため金融政策に加えて財政

政策の役割を強化する必要性、タックス

ヘイブン対策のため有価証券報告書にお

いて全ての海外現地法人を開示させる必

要性、ＢＥＰＳプロジェクトにおける国

際課税原則の再構築の具体的な内容、震

災対策に加えて景気対策も含めた平成28

年度補正予算の編成の必要性等について

質疑を行った。

５月12日、日本銀行法第54条第１項の

規定に基づく通貨及び金融の調節に関す

る報告書（平成27年12月11日提出）につ

いて、黒田日本銀行総裁より説明を聴取

した後、金融緩和による低金利の長期化

が家計の金融資産に対して及ぼす影響、

日銀の櫻井審議委員の国会同意人事案件

に係る履歴書の記載内容が不正確である

ことに対する責任、世界経済における下

振れリスクに対する日銀総裁の所見、金

融政策によるサプライズ効果を念頭に置

いた国会での日銀総裁の説明の妥当性等

について質疑を行った。

５月19日、日本銀行法第54条第１項の

規定に基づく通貨及び金融の調節に関す

る報告書（平成27年12月11日提出）につ

いて、政府において国会同意人事候補者

の経歴の正確性を確保するための具体的

改善策、櫻井審議委員が内閣官房に提出

した経歴書において博士課程中退と表記

した理由、政府における日本銀行政策委

員会審議委員候補者の選定基準等につい

て質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成28年２月18日(木)（第１回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

財政及び金融等に関する調査を行うことを決

定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

日本銀行法第54条第１項の規定に基づく通貨

及び金融の調節に関する報告書に関する件に

ついて参考人日本銀行総裁黒田東彦君から説

明を聴いた後、とかしき厚生労働副大臣、福

岡内閣府副大臣、岡田財務副大臣、参考人日

本銀行総裁黒田東彦君及び同銀行理事雨宮正

佳君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

石田昌宏君（自民）、尾立源幸君（民主）、

白眞勲君（民主）、西田実仁君（公明）、小

池晃君（共産）、藤巻健史君（維会）、中山

恭子君（日本）、中西健治君（無ク）、平野

達男君（改革）

○平成28年３月８日(火)（第２回）

財政政策等の基本施策及び金融行政に関する

件について麻生国務大臣から所信を聴いた。

○平成28年３月10日(木)（第３回）



政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

財政政策等の基本施策及び金融行政に関する

件について麻生国務大臣、岡田財務副大臣、

牧島内閣府大臣政務官、政府参考人、参考人

日本銀行総裁黒田東彦君及び同銀行副総裁岩

田規久男君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

大塚耕平君（民主）、西田実仁君（公明）、

石田昌宏君（自民）、中西健治君（自民）、

小池晃君（共産）、藤巻健史君（維会）、中

山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

○平成28年３月17日(木)（第４回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

16号）（衆議院送付）について麻生財務大臣

から趣旨説明を聴いた後、麻生国務大臣、岡

田財務副大臣及び政府参考人に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

西田実仁君（公明）、大久保勉君（民主）、

石田昌宏君（自民）

○平成28年３月22日(火)（第５回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

16号）（衆議院送付）について麻生国務大臣、

盛山法務副大臣、竹内厚生労働副大臣、岡田

財務副大臣、森屋総務大臣政務官及び政府参

考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

尾立源幸君（民主）、礒 哲史君（民主）、

中西健治君（自民）、石田昌宏君（自民）、

小池晃君（共産）、藤巻健史君（維会）、中

山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

○平成28年３月23日(水)（第６回）

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

平成二十八年度一般会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度特別会計予算（衆議院送付）

平成二十八年度政府関係機関予算（衆議院送

付）

（内閣府所管（金融庁）、財務省所管、株式

会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力

銀行）について麻生国務大臣から説明を聴い

た後、同大臣、中西財務大臣政務官及び政府

参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

山本一太君（自民）、大塚耕平君（民主）、

竹谷とし子君（公明）、小池晃君（共産）、

藤巻健史君（維会）、中山恭子君（日本）、

平野達男君（改革）

本委員会における委嘱審査は終了した。

参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

16号）（衆議院送付）について麻生財務大臣、

岡田財務副大臣、森屋総務大臣政務官、政府

参考人、参考人日本銀行総裁黒田東彦君及び

株式会社国際協力銀行代表取締役総裁渡辺博

史君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

礒 哲史君（民主）、大久保勉君（民主）、

倉林明子君（共産）、藤巻健史君（維会）、

中山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

○平成28年３月24日(木)（第７回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

16号）（衆議院送付）について安倍内閣総理

大臣、麻生国務大臣、岡田財務副大臣、竹内

厚生労働副大臣、政府参考人、参考人日本銀

行総裁黒田東彦君及び同銀行理事武田知久君

に対し質疑を行い、質疑を終局した。

・質疑

〔質疑者〕

竹谷とし子君（公明）、白眞勲君（民主）、

大久保勉君（民主）、石田昌宏君（自民）、

井上哲士君（共産）、藤巻健史君（維会）、

中山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

・内閣総理大臣に対する質疑

〔質疑者〕

前川清成君（民主）、井上哲士君（共産）、



藤巻健史君（維会）、中山恭子君（日本）、

平野達男君（改革）

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第24号）（衆議院送付）について麻生財務大

臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28年３月29日(火)（第８回）

所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第

16号）（衆議院送付）について討論の後、可

決した。

（閣法第16号）

賛成会派 自民、公明、改革

反対会派 民主、共産、維会、日本

なお、附帯決議を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

関税定率法等の一部を改正する法律案（閣法

第24号）（衆議院送付）について麻生財務大

臣、盛山法務副大臣、福岡内閣府副大臣、津

島国土交通大臣政務官、太田厚生労働大臣政

務官、堂故文部科学大臣政務官、星野経済産

業大臣政務官、政府参考人、参考人日本郵政

株式会社常務執行役稲澤徹君に対し質疑を

行った後、可決した。

〔質疑者〕

尾立源幸君（民主）、紙智子君（共産）、藤

巻健史君（維会）、中山恭子君（日本）、平

野達男君（改革）

（閣法第24号）

賛成会派 自民、民主、公明、共産、維会、

日本、改革

反対会派 なし

なお、附帯決議を行った。

東日本大震災からの復興のための施策を実施

するために必要な財源の確保に関する特別措

置法及び財政運営に必要な財源の確保を図る

ための公債の発行の特例に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第７号）（衆議院送

付）について麻生財務大臣から趣旨説明を聴

き、

平成二十八年度における公債の発行の特例に

関する法律案（参第２号）について発議者参

議院議員大久保勉君から趣旨説明を聴いた。

○平成28年３月31日(木)（第９回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災からの復興のための施策を実施

するために必要な財源の確保に関する特別措

置法及び財政運営に必要な財源の確保を図る

ための公債の発行の特例に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第７号）（衆議院送

付）

平成二十八年度における公債の発行の特例に

関する法律案（参第２号）

以上両案について発議者参議院議員大久保勉

君、同尾立源幸君、麻生財務大臣、岡田財務

副大臣、白石環境大臣政務官、星野経済産業

大臣政務官、政府参考人、参考人日本銀行総

裁黒田東彦君及び同銀行理事雨宮正佳君に対

し質疑を行い、討論の後、

平成二十八年度における公債の発行の特例に

関する法律案（参第２号）を否決し、

東日本大震災からの復興のための施策を実施

するために必要な財源の確保に関する特別措

置法及び財政運営に必要な財源の確保を図る

ための公債の発行の特例に関する法律の一部

を改正する法律案（閣法第７号）（衆議院送

付）を可決した。

〔質疑者〕

白眞勲君（民進）、大塚耕平君（民進）、大

久保勉君（民進）、小池晃君（共産）、藤巻

健史君（維会）、中山恭子君（日本）、平野

達男君（改革）

（参第２号）

賛成会派 民進、改革

反対会派 自民、公明、共産、維会、日本

（閣法第７号）

賛成会派 自民、公明、維会、日本、改革

反対会派 民進、共産

なお、東日本大震災からの復興のための施策

を実施するために必要な財源の確保に関する

特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保

を図るための公債の発行の特例に関する法律

の一部を改正する法律案（閣法第７号）（衆

議院送付）について附帯決議を行った。



○平成28年４月26日(火)（第10回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

金融機能の再生のための緊急措置に関する法

律第５条の規定に基づく破綻金融機関の処理

のために講じた措置の内容等に関する報告に

関する件について麻生内閣府特命担当大臣か

ら説明を聴いた後、同件、需要創出と格差是

正のための施策に関する件、ＢＥＰＳプロジ

ェクトへの取組に関する件、平成28年熊本地

震に係る被災者支援に関する件、海外投資家

による国債買入れに関する件、平成二十八年

度補正予算の早期編成に関する件等について

麻生国務大臣、岡田財務副大臣及び政府参考

人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

石田昌宏君（自民）、大塚耕平君（民進）、

竹谷とし子君（公明）、大門実紀史君（共

産）、藤巻健史君（維新）、中山恭子君（日

本）、平野達男君（改革）

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法

律案（閣法第25号）（衆議院送付）について

麻生財務大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28年５月10日(火)（第11回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法

律案（閣法第25号）（衆議院送付）について

麻生国務大臣、坂井財務副大臣、政府参考人

及び参考人株式会社国際協力銀行代表取締役

総裁渡辺博史君に対し質疑を行い、討論の後、

可決した。

〔質疑者〕

石田昌宏君（自民）、大久保勉君（民進）、

竹谷とし子君（公明）、大門実紀史君（共

産）、藤巻健史君（維新）、中山恭子君（日

本）

（閣法第25号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、日本、

改革

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成28年５月12日(木)（第12回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

日本銀行法第54条第１項の規定に基づく通貨

及び金融の調節に関する報告書に関する件に

ついて参考人日本銀行総裁黒田東彦君から説

明を聴いた後、土屋総務副大臣、中西財務大

臣政務官、政府参考人、参考人日本銀行総裁

黒田東彦君、同銀行副総裁岩田規久男君、同

銀行政策委員会審議委員櫻井眞君及び同銀行

理事武田知久君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

愛知治郎君（自民）、櫻井充君（民進）、白

眞勲君（民進）、西田実仁君（公明）、大門

実紀史君（共産）、藤巻健史君（維新）、中

山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

情報通信技術の進展等の環境変化に対応する

ための銀行法等の一部を改正する法律案（閣

法第43号）（衆議院送付）について麻生内閣

府特命担当大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成28年５月19日(木)（第13回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

日本銀行法第54条第１項の規定に基づく通貨

及び金融の調節に関する報告書に関する件に

ついて世耕内閣官房副長官、政府参考人、参

考人日本銀行副総裁岩田規久男君及び同銀行

政策委員会審議委員櫻井眞君に対し質疑を

行った。

〔質疑者〕

長峯誠君（自民）、大塚耕平君（民進）、藤

巻健史君（維新）

○平成28年５月24日(火)（第14回）

理事の補欠選任を行った。

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

情報通信技術の進展等の環境変化に対応する

ための銀行法等の一部を改正する法律案（閣

法第43号）（衆議院送付）について麻生国務

大臣、とかしき厚生労働副大臣、岡田財務副

大臣、堂故文部科学大臣政務官、牧島内閣府

大臣政務官、政府参考人、参考人日本銀行理



事雨宮正佳君及び公益財団法人日本オリン

ピック委員会会長竹田恆和君に対し質疑を行

い、討論の後、可決した。

〔質疑者〕

中西健治君（自民）、大久保勉君（民進）、

尾立源幸君（民進）、西田実仁君（公明）、

大門実紀史君（共産）、藤巻健史君（維新）、

中山恭子君（日本）、平野達男君（改革）

（閣法第43号）

賛成会派 自民、民進、公明、維新、日本、

改革

反対会派 共産

なお、附帯決議を行った。

○平成28年５月26日(木)（第15回）

理事の補欠選任を行った。

酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関

する法律の一部を改正する法律案（衆第35号）

（衆議院提出）について提出者衆議院財務金

融委員長宮下一郎君から趣旨説明を聴き、討

論の後、可決した。

（衆第35号）

賛成会派 自民、民進、公明、共産、維新、

日本、改革

反対会派 なし

○平成28年６月１日(水)（第16回）

請願第23号外377件を審査した。

財政及び金融等に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。


